
頸城商工会だより 

 

企業が継続的に経営を行い、更なる発展を目指すには、将来の指針となる「経営計画」

の作成が必要不可欠です。また「持続化補助金」や「ものづくり補助金」など各種補助金

においても、経営計画を基本に補助事業を実施することが原則です。加えて、コロナ禍に

おいて、新分野、新業態への進出を検討する場合においても、まず経営計画を作成し、実

行に移すことが成功のポイントとなります。今回のセミナーでは、商業コース、工業コー

スに分け、経営計画の基本と経営計画を作成するためのポイントを新分野進出における留

意点を交えて、わかりやすく解説します。 

受講料は無料です。多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

□日 時  ・ 工業コース 令和３年９月２４日（金） 

          ・ 商業コース 令和３年９月２７日（月） 

           いずれも午後２時から午後４時 

□会 場   大潟商工会 （上越市大潟区四ツ屋浜７７３） 

□講 師   MMC総合コンサルティング㈱ 代表取締役 

中小企業診断士・社会保険労務士 和栗 聖氏 

     □主 催   頸北等商工業振興協議会 

（柿崎商工会、大潟商工会、吉川商工会、名立商工会、頸城商工会） 

       ※９月１５日（水）までに頸城商工会へご連絡下さい。 

 

 

 

        コロナ禍で苦労されていることも多いかと思いますが、ゴルフを通じて
少しでも気持ちが明るくなればと思い、ゴルフコンペを開催させていただ
くことといたしました。万全な感染防止対策を講じて開催させていただき
ますので、安心してご参加下さい。 

□日 時   １０月８日（金）午前７時 53 分スタート 
□開催場所  米山水源 CC  
□お申込み  ９月１０日（金）までに頸城商工会へお申込み下さい。先着 40 名で締切 
□参加費   ３，０００円 □プレー料金 ７，５００円 
□賞 品   参加賞他、賞品多数 
 コロナ感染対策のためハーフで集計し、表彰式を行わずお帰りの際に参加賞、入賞商品
をお渡しします。お問い合わせは、頸城商工会までご連絡下さい。 TEL 025-530-2156 
 

 

 

パートタイマー、アルバイト、臨時採用など、雇用形態にかかわらず、新潟県内の事業

所で働く全ての労働者に適用されます。（特定の産業には、特定最低賃金が定められていま

す）なお、効力発生日については、令和３年１０月１日を予定しております。 

 新潟労働局 賃金室 TEL 025-288-3504 
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「経営計画策定セミナー」経営計画の必要性と作成のポイント 

頸城商工会 HP 

第２４回頸城商工会長杯ゴルフコンペのご案内 

新潟県最低賃金は、時間額 ８５９円に改定されます 
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新潟県から、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づく営業時間短縮の

協力要請が以下のとおり発出されました。この要請の対象となる施設を営み、時間短縮営業に

ご協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。 

申請手続きについては、上越市のホームページ等で改めてお知らせいたします。 

1.要請期間 令和 3年 9月 3日(金曜日)0時から令和 3年 9月 16 日(木曜日)24時まで 

(全 14日間)（注）感染状況によっては期間を変更することもあり得ます。 

2.対象施設 食品衛生法に定める飲食店営業許可を取得し、客席等の飲食スペースを設けて

営業している次の施設。ただし、飲食スペースを持たない施設、特定の利用者

のみの利用に供する施設等は対象外。 

①接待を伴う飲食店  （具体例）キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ等 

（注）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2条第 1項第 1号に該当する営業    

を行う店舗 

②酒類を提供する飲食店  （具体例）居酒屋、レストラン、バー、カラオケ店等 

3.協力金の支給要件 

・要請対象となる施設を営む法人または個人事業主で、令和 3年 9月 2日以前から営業実

態があり、申請時点において営業を継続していること。 

・要請期間の 14日間、すべての日において、経営するすべての対象施設が営業時間短縮の

要請に全面的に協力いただくこと（1つでも要請に協力いただけない対象施設がある場合

は支給対象外）。  

4.申請受付 令和 3年 9月 17 日（金）から（予定） 

5.お問合せ先  

・上越市時短要請協力金コールセンター TEL 025-522-6233 

時短要請や協力金制度に不明な点などがある事業者の方は、気軽にお問い合わせくださ

い。9月 3日から開設しております。  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県より営業時間短縮の協力要請が発出されました 

で 

にいがた産業創造機構 各分野の専門家がいつでも無料で対応します 

 

 


